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 本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号を教え頂い

た会社へお送りしております。不要の方はお手

数ですがメール、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連

絡下さいますようお願い申し上げます。 

マイナンバーへの準備はできていますか 

１０月から、マイナンバーの社員への送付が始ま

ります。会社には、社員からマイナンバーを収集し、

これを安全に保管・利用する義務が課せられていま

す。 

当事務所ではマイナンバー規程類のひな形を提供

しています。詳しくはお問い合わせください。 
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リハビリ出勤制度
メンタル系の疾患で休業中の社員がいる会社か

ら相談を受けることがあります。難しいのは復職

です。メンタル系の疾患では、全治したことの見

極めが難しく、復職後に再発して再度休業となる

ケースもまれではありません。 

今回は、復職に向けてのリハビリ出勤制度につ

いて、考えてみました。 

 リハビリ出勤とは  

リハビリ出勤あるいは試し出勤とは、休業から

の復職を前にした社員が、慣らしのために出勤や

通勤する形態です。これに関しては法が整備され

ていませんので、明確な定義も位置付けもないの

が実情です。そもそもリハビリテーションとは、

治療の一環として医師の指導のもとに治療施設内

で行われるものですが、リハビリ出勤では、医師

もいなければ、治療施設でもありません。①出勤

だけをして直ぐに帰宅するもの、②出勤しても仕

事をしないもの、③簡単な仕事をするなど、本人

の状況や会社により実施形態も様々です。給与も、

有給であったり無給であったりと様々です。 

 労働基準法との関係  

労働基準法では、会社の指揮命令下にあれば労

働時間となり、給与の支払い義務が発生します。

たとえ本人との間で無給の合意があったとしても、

最低賃金を下回る契約は無効となり、無給であれ

ば会社は労働基準法違反に問われます。 

 傷病手当金との関係  

健康保険法では、病気や怪我のために労務不能

で給与を受けられないときに傷病手当金の制度が

あります。無給のリハビリ出勤をしながら、傷病

手当金を受給することには、次の問題があります。 

①リハビリ出勤をするためには主治医の労務可

能の診断結果を受けて行うことが多いのですが、

これでは労務不能とは言えない。②会社が少額で

も給与を支払うと、手当金は不支給となる。いず

れの場合も、原則としての傷病手当金は支給され

ません。ただし、保険者によっては、リハビリ出

勤中の傷病手当金を例外として認めているところ

もあるようです。ちなみに、協会けんぽでは、主

治医の労務不能の証明がないときでも。本人や産

業医の申出書に基づいて審査を行い、傷病手当金

の支給を認めることもあるようです。あくまで例

外的な措置ですので、支給されないこともありま

す。保険者に確認することをお勧めします。 

 スムーズな復職のために  

厚生労働省からの委託で中央労働災害防止協会

が作成した、「心の健康問題により休業した労働者

の職場復帰支援の手引き」の中でも、リハビリ出

勤制度を「より早い段階で職場復帰の試みを開始

することが出来、結果として早期の復帰に結びつ

けることが可能となる。」とその有用性を評価して

います。 

有給でのリハビリ出勤制度には、大きな制約は

ありません。本人に大きな負担を強いない程度の

仕事を徐々に与えて、完全復職を目指します。 

無給でのリハビリ出勤のときは、上の労働基準

法と傷病手当金との関係で、制約があります。可

能であれば主治医と相談の上で、治療の一環とし

てのリハビリ出勤を位置付けすることが望まれま

す。リハビリ効果もより期待ができ、傷病手当金

の問題も解決しますので、会社と本人双方の負担

が少ない形で職場復帰を図ることができます。 


